
消 防 予 第 ５ ４ ４ 号    
平成２２年１２月１４日   

 
 各 都 道 府 県 知 事  
 各 指 定 都 市 市 長  
 

消 防 庁 次 長   
（ 公 印 省 略 ）    

 
「消防法施行規則の一部を改正する省令」等の公布について（通知） 

 
 「消防法施行規則の一部を改正する省令」（平成２２年総務省令第１０９号。以下「改正

省令」という。）、「防火管理に関する講習の実施細目の一部を改正する告示」（平成２２年

消防庁告示第１８号。以下「１８号告示」という。）、「消防法施行規則第３１条の７第２項

において準用する消防法施行規則第１条の４第１０項の規定に基づき、登録講習機関の行

う講習に係る基準を定める件の一部を改正する告示」（平成２２年消防庁告示第１９号。以

下「１９号告示」という。）、「消防法施行規則第４条の２の５第２項において準用する消防

法施行規則第１条の４第１０項の規定に基づき、登録講習機関の行う講習に係る基準を定

める件の一部を改正する告示」（平成２２年消防庁告示第２０号。以下「２０号告示」とい

う。）、「自衛消防組織の業務に関する講習の実施細目の一部を改正する告示」（平成２２年

消防庁告示第２１号。以下「２１号告示」という。）、「防災管理に関する講習の実施細目の

一部を改正する告示」（平成２２年消防庁告示第２２号。以下「２２号告示」という。）及

び「消防法施行規則第５１条の１３第２項において準用する同規則第１条の４第１０項の

規定に基づき、登録講習機関の行う講習に係る基準を定める件の一部を改正する告示」（平

成２２年消防庁告示第２３号。以下「２３号告示」という。）が本日公布され、平成２３年

４月１日から施行されることとなりました。 
 今回の改正は、本年５月に行われた公益法人事業仕分けにより、消防法に基づく講習（防

火管理講習、消防設備点検資格者講習、防火対象物点検資格者講習、自衛消防業務講習、

防災管理講習及び防災管理点検資格者講習）について、「講習料等の引下げなどの見直しを

行う」旨の評価結果が示されたことを踏まえ、必要な防火・防災性能を確保することを前

提としながら、受講者の負担軽減の観点から講習内容の効率化を図ることとし、講習事項

及び講習科目並びに講習時間の基準の見直し、講習事項及び講習科目の一部免除の拡大等

を行うものです。 
 貴職におかれましては、下記事項に留意のうえ、その運用に十分配慮されるようお願い

します。 
 また、各都道府県にあっては、貴都道府県内の市町村（消防の事務を処理する一部事務

組合等を含む。）に対しても、この旨を周知されるようお願いします。 
 
 

殿 



記 
 
第１ 防火管理講習に関する事項 
 １ 防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者の追加 

消防法施行令（昭和３６年政令第３７号）第３条第１項第１号ニに掲げる防火管理

者として必要な学識経験を有すると認められる者として、防火対象物点検資格者講習

の課程を修了し、免状の交付を受けている者を追加したこと（改正省令による改正後

の消防法施行規則（昭和３６年自治省令第６号。以下「規則」という。）第２条第１号

の２関係）。 
 ２ 講習事項及び講習時間の見直し 

(1) 甲種防火管理新規講習の講習時間を１２時間から１０時間に改め、「防火管理の重

要性に関すること」、「防火管理者の責務に関すること」及び「共同防火管理に関す

ること」を統合し、「防火管理の意義及び制度に関すること」に改めたこと（規則第

２条の３第２項第１号関係）。 

(2) 甲種防火管理再講習の講習時間を３時間から２時間に改め、講習事項のうち「防

火管理上留意すべきこと」を削除したこと（規則第２条の３第３項関係）。 

(3) 乙種防火管理講習の講習時間を６時間から５時間に改めたこと（規則第２条の３

第４項関係）。 

(4) 甲種防火管理新規講習及び乙種防火管理講習に係る講習事項にあっては、次の表

に掲げる講習時間を基準に行うものとしたこと（１８号告示による改正後の「防火

管理に関する講習の実施細目」（昭和６２年消防庁告示第１号。以下「防火管理講習

実施細目」という。）第１関係）。 

講習事項 
講習時間 

甲種防火管理新規講習 乙種防火管理講習 

防火管理の意義及び制度 ２時間 １時間 

火気管理 ２時間 １時間 

施設及び設備の維持管理 ２時間 １時間 

防火管理に係る訓練及び教育 ２時間 １時間 

防火管理に係る消防計画 ２時間 １時間 

 

 

 

 

 

 



 ３ 講習事項の一部免除 

甲種防火管理新規講習の講習事項のうち、「防火管理の意義及び制度」を免除できる

ものとして、次の者を定めたこと（防火管理講習実施細目第２関係）。 

(1) 消防設備点検資格者講習の課程を修了し、免状の交付を受けている者 

(2) 自衛消防業務講習の課程を修了している者 

 

第２ 消防設備点検資格者講習（消防法施行規則第３１条の７第２項において準用する消 

防法施行規則第１条の４第１０項の規定に基づき、登録講習機関の行う講習）に関す 

る事項 

１ 消防設備点検資格者講習について、特種の講習科目のうち、「消防法規」及び「火災 
予防概論」を免除できる者として次の者を追加したこと（１９号告示による改正後の 
「消防法施行規則第３１条の７第２項において準用する消防法施行規則第１条の４第 
１０項の規定に基づき、登録講習機関の行う講習に係る基準を定める件」（平成１６年 
消防庁告示第１８号。以下「消防設備点検資格者講習基準」という。）第４第１号関係）。 
(1) 甲種防火管理講習の課程を修了している者 

(2) 防火対象物点検資格者講習の課程を修了し、免状の交付を受けている者 

(3) 自衛消防業務講習の課程を修了している者 
 ２ 消防設備点検資格者講習について、第１種又は第２種の講習科目のうち、「消防法規」 

及び「火災予防概論」を免除できる者として次の者を追加したこと（消防設備点検資 
格者講習基準第４第２号関係）。 
(1) 甲種防火管理講習の課程を修了している者 

(2) 防火対象物点検資格者講習の課程を修了し、免状の交付を受けている者 
(3) 自衛消防業務講習の課程を修了している者 

 
第３ 防火対象物点検資格者講習（消防法施行規則第４条の２の５第２項において準用す 

る消防法施行規則第１条の４第１０項の規定に基づき、登録講習機関の行う講習）に 
関する事項 

 １ 講習科目及び講習時間の見直し 
防火対象物点検資格者講習に係る講習科目については、次の表に掲げる講習時間を

基準として行うものとしたこと（２０号告示による改正後の「消防法施行規則第４条

の２の５第２項において準用する消防法施行規則第１条の４第１０項の規定に基づき、

登録講習機関の行う講習に係る基準を定める件」（平成１６年消防庁告示第１７号。以

下「防火対象物点検資格者講習基準」という。）第２第１号関係）。 
 
 
 
 
 
 



講習科目 講習時間 

防火管理の意義及び制度 ２時間 

火気管理 ２時間 

施設及び設備の維持管理 ２時間 

防火管理に係る訓練及び教育 ２時間 

防火管理に係る消防計画 ２時間 

消防用設備等技術基準 ３時間 

防火対象物の点検要領 ５時間 

 
 ２ 講習科目の一部免除 

防火対象物点検資格者講習について、講習科目の一部を免除することができる者及

び免除することができる講習科目を次のとおりとしたこと（防火対象物点検資格者講

習基準第３関係）。 

講習科目の一部を免除することができる者 免除することができる講習科目 

規則第４条の２の４第４項第１号及び第２号に

規定する者 
「防火管理の意義及び制度」、「火気

管理」及び「消防用設備等技術基準」 

規則第４条の２の４第４項第３号及び第３号の

２に規定する者（甲種防火管理講習の課程を修

了した者に限る。） 

「防火管理の意義及び制度」、「火気

管理」、「施設及び設備の維持管理」、

「防火管理に係る訓練及び教育」及

び「防火管理に係る消防計画」 

規則第４条の２の４第４項第３号及び第３号の

２に規定する者（甲種防火管理講習の課程を修

了した者を除く。） 

「防火管理の意義及び制度」及び

「防火管理に係る訓練及び教育」 

規則第４条の２の４第４項第４号から第８号ま

で及び第１２号に規定する者 
「施設及び設備の維持管理」 

規則第４条の２の４第４項第９号に規定する者 「防火管理の意義及び制度」、「火気

管理」、「施設及び設備の維持管理」、

「防火管理に係る訓練及び教育」、

「防火管理に係る消防計画」及び

「消防用設備等技術基準」 



規則第４条の２の４第４項第１０号に規定する

者 
「防火管理の意義及び制度」及び

「火気管理」 

規則第４条の２の４第４項第１１号に規定する

者 
「防火管理の意義及び制度」 

規則第４条の２の４第５項第６号の期間ごとに

防火対象物点検資格者免状の交付を受けないこ

とにより防火対象物点検資格者の資格を失った

者 

「防火管理の意義及び制度」、「火気

管理」、「防火管理に係る訓練及び教

育」、「防火管理に係る消防計画」及

び「消防用設備等技術基準」 

 
第４ 自衛消防業務講習に関する事項 
 １ 講習科目及び講習時間の見直し 

(1) 自衛消防業務再講習の講習時間を、６時間から４時間に改めたこと（規則第４条

の２の１４第３項関係）。 

(2) 自衛消防業務新規講習に係る講習科目については、次の表に掲げる講習時間を基

準として行うものとしたこと（２１号告示による改正後の「自衛消防組織の業務に

関する講習の実施細目」（平成２０年消防庁告示第１６号。以下「自衛消防業務講習

実施細目」という。）第１第１号関係）。 

講習科目 講習時間 

防火管理及び防災管理の意義及び制度 ３時間 

自衛消防組織並びにその統括管理者及びその要員の役割と責任 ３時間 

防災設備等に関する知識 １時間 

防災設備等の取扱い並びに自衛消防組織の統括管理者及び要員の

災害対応に係る総合訓練 
５時間 

 

(3) 自衛消防業務再講習に係る講習科目のうち、「自衛消防組織の統括管理者及び要員

の災害時における対応に係る総合訓練」に係る講習時間の基準を４時間から２時間

に改めたこと（自衛消防業務講習実施細目第２第１号関係）。 

 ２ 講習科目の一部免除 

自衛消防業務新規講習の講習科目のうち、「防火管理及び防災管理の意義及び制度」、

「自衛消防組織並びにその統括管理者及びその要員の役割と責任」及び「防災設備等

に関する知識」を免除することができる者として、次の者を定めたこと（自衛消防業

務講習実施細目第３関係）。 

(1) 甲種防火管理新規講習の課程及び防災管理新規講習の課程を修了している者 

(2) 甲種防火管理新規講習及び防災管理新規講習を併せて実施する講習の課程を修了

している者 



第５ 防災管理講習に関する事項 
 １ 防災管理者として必要な学識経験を有すると認められる者の追加 

防災管理者として必要な学識経験を有すると認められる者として、防災管理点検資

格者講習の課程を修了し、免状の交付を受けている者を追加したこと（規則第５１条

の５第１号の２関係）。 
 ２ 講習事項及び講習時間の見直し 

(1) 防災管理新規講習の講習時間を５時間から４時間３０分に改め、講習事項のうち

「防災管理の重要性に関すること」、「防災管理者の責務に関すること」及び「共同

防災管理に関すること」を統合し、「防災管理の意義及び制度に関すること」に改め

たこと（規則第５１条の７第２項関係）。 

(2) 甲種防火管理新規講習及び防災管理新規講習を併せて実施する講習の講習時間を

１４時間から１２時間に改めたこと（規則第５１条の７第３項関係）。 

(3) 防災管理再講習の講習時間を３時間から２時間に改め、講習事項のうち「防災管

理上留意すべきこと」を削除したこと（規則第５１条の７第４項関係）。 

(4) 甲種防火管理再講習及び防災管理再講習を併せて実施する講習の講習時間を４時

間から３時間に改めたこと（規則第５１条の７第５項関係）。 

(5) 防災管理新規講習の講習事項は、次の表に掲げる講習時間を基準として行うもの

としたこと（２２号告示による改正後の「防災管理に関する講習の実施細目」（平成

２０年消防庁告示第１８号。以下「防災管理講習実施細目」という。）第１関係）。 

講習事項 講習時間 

防災管理の意義及び制度 １時間３０分 

施設及び設備の維持管理並びに防災管理に係る消防計画 １時間３０分 

防災管理に係る訓練及び教育 １時間３０分 

 

(6) 甲種防火管理新規講習及び防災管理新規講習を併せて実施する講習の講習事項は、

次の表に掲げる講習時間を基準として行うものとしたこと（防災管理講習実施細目

第２関係）。 

講習事項 講習時間 

防火管理及び防災管理の意義及び制度 ２時間３０分 

火気管理 ２時間 

施設及び設備の維持管理 ２時間３０分 

防火管理及び防災管理に係る訓練及び教育 ２時間３０分 

防火管理及び防災管理に係る消防計画 ２時間３０分 



３ 講習事項の一部免除 

(1) 防災管理新規講習の講習事項のうち、「防災管理の意義及び制度」を免除すること

ができる者として、自衛消防業務講習の課程を修了している者を定めたこと（防災

管理講習実施細目第３第１号関係）。 

(2) 甲種防火管理新規講習及び防災管理新規講習を併せて実施する講習について、講

習事項の一部を免除することができる者及び免除することができる講習事項を次の

とおりとしたこと（防災管理講習実施細目第３第２号関係）。 

講習事項の一部を免除することができる者 免除することができる講習事項 

規則第４条の２の４第４項に規定する防火対

象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得

することができる講習の課程を修了し、免状

の交付を受けている者 

 
「火気管理」及び「施設及び設備の

維持管理」 

令第４条の２の８第３項第１号に規定する自

衛消防組織の業務に関する講習の課程を修了

している者 

「防火管理及び防災管理の意義及

び制度」 

規則第５１条の１２第３項に規定する防災管

理対象物の点検に関し必要な知識及び技能を

修得することができる講習の課程を修了し、

免状の交付を受けている者 

「施設及び設備の維持管理」 

 
第６ 防災管理点検資格者講習（消防法施行規則第５１条の１３第２項において準用する 

同規則第１条の４第１０項の規定に基づき、登録講習機関の行う講習）に関する事項 
 １ 講習科目及び講習時間の見直し 

(1) 防災管理点検資格者講習に係る講習科目については、次の表に掲げる講習時間を

基準として行うものとしたこと（２３号告示による改正後の「消防法施行規則第５

１条の１３第２項において準用する同規則第１条の４第１０項の規定に基づき、登

録講習機関の行う講習に係る基準を定める件」（平成２０年消防庁告示第２１号。以

下「防災管理点検資格者講習実施基準」という。）第２第１号関係）。 

講習科目 講習時間 

防災管理の意義及び制度 １時間３０分 

防災管理に係る訓練及び教育 １時間３０分 

防災管理に係る消防計画 １時間３０分 

防災管理対象物の点検要領 ３時間３０分 

 



(2) 再講習に係る講習科目のうち、「点検実務」に係る講習時間を２時間から１時間に

改めたこと（防災管理点検資格者講習実施基準第５関係）。 
２ 講習科目の一部免除 
 防災管理点検資格者講習について、講習科目の一部を免除することができる者及び

免除することができる講習科目を次のとおりとしたこと（防災管理点検資格者講習実

施基準第３関係）。 

講習科目の一部を免除することができる者 免除することができる講習科目 

規則第５１条の１２第３項第１号から第３号に

規定する者 

「防災管理の意義及び制度」、「防災

管理に係る訓練及び教育」及び「防

災管理に係る消防計画」 

規則第５１条の１２第３項第４号に規定する者 
「防災管理に係る訓練及び教育」及

び「防災管理に係る消防計画」 

規則第５１条の１２第３項第５号に規定する者 「防災管理に係る消防計画」 

規則第５１条の１２第４項第６号の期間ごとに

防災管理点検資格者免状の交付を受けないこと

により防災管理点検資格者の資格を失った者 

「防災管理の意義及び制度」、「防災

管理に係る訓練及び教育」及び「防

災管理に係る消防計画」 

 



○
総
務
省
令
第
百
九
号

消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）
第
三
条
第
四
項
、
第
四
条
の
二
の
八
第
四
項
及
び
第
四
十
七
条
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
消
防
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
四
日

総
務
大
臣

片
山

善
博

消
防
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一
の
二

第
四
条
の
二
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
防
火
対
象
物
の
点
検
に
関
し
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
す
る
こ
と
が

で
き
る
講
習
の
課
程
を
修
了
し
、
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

第
二
条
の
三
第
二
項
中
「
十
二
時
間
」
を
「
十
時
間
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

防
火
管
理
の
意
義
及
び
制
度
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
条
の
三
第
二
項
第
七
号
及
び
第
八
号
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
三
時
間
」
を
「
二
時
間
」
に
改
め
、
同
項
中
第
一
号



を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
六
時
間
」
を
「
五
時
間
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
二
の
十
四
第
三
項
中
「
六
時
間
」
を
「
四
時
間
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
の
五
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一
の
二

第
五
十
一
条
の
十
二
第
三
項
に
規
定
す
る
防
災
管
理
対
象
物
の
点
検
に
関
し
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
す
る

こ
と
が
で
き
る
講
習
の
課
程
を
修
了
し
、
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

第
五
十
一
条
の
七
第
二
項
中
「
五
時
間
」
を
「
四
時
間
三
十
分
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

防
災
管
理
の
意
義
及
び
制
度
に
関
す
る
こ
と
。

第
五
十
一
条
の
七
第
二
項
第
六
号
及
び
第
七
号
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
十
四
時
間
」
を
「
十
二
時
間
」
に
改
め
、
同
条

第
四
項
中
「
三
時
間
」
を
「
二
時
間
」
に
改
め
、
同
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し

、
同
条
第
五
項
中
「
四
時
間
」
を
「
三
時
間
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
消
防
法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二

条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
甲
種
防
火
管
理
新
規
講
習
の
課
程
を
修
了
し
て
い
る
者
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
消
防

法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
甲
種
防
火
管
理
新
規
講
習
の
課
程
を
修
了

し
て
い
る
者
と
み
な
す
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
第
二
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
甲
種
防
火
管
理
再
講
習
の
課
程
を
修
了
し
て
い
る

者
は
、
新
規
則
第
二
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
甲
種
防
火
管
理
再
講
習
の
課
程
を
修
了
し
て
い
る
者
と
み
な
す
。

３

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
第
二
条
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
乙
種
防
火
管
理
講
習
の
課
程
を
修
了
し
て
い
る
者

は
、
新
規
則
第
二
条
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
乙
種
防
火
管
理
講
習
の
課
程
を
修
了
し
て
い
る
者
と
み
な
す
。

４

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
第
五
十
一
条
の
七
第
二
項
に
規
定
す
る
防
災
管
理
新
規
講
習
の
課
程
を
修
了
し
て
い

る
者
は
、
新
規
則
第
五
十
一
条
の
七
第
二
項
に
規
定
す
る
防
災
管
理
新
規
講
習
の
課
程
を
修
了
し
て
い
る
者
と
み
な
す
。

５

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
第
五
十
一
条
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
甲
種
防
火
管
理
新
規
講
習
及
び
防
災
管
理
新

規
講
習
を
併
せ
て
実
施
す
る
講
習
の
課
程
を
修
了
し
て
い
る
者
は
、
新
規
則
第
五
十
一
条
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
甲
種
防



火
管
理
新
規
講
習
及
び
防
災
管
理
新
規
講
習
の
課
程
を
併
せ
て
実
施
す
る
講
習
の
課
程
を
修
了
し
て
い
る
者
と
み
な
す
。



消
防
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

新
旧
対
照
表

○
消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
防
火
管
理
者
と
し
て
必
要
な
学
識
経
験
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
）

（
防
火
管
理
者
と
し
て
必
要
な
学
識
経
験
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
）

第
二
条

令
第
三
条
第
一
項
第
一
号
二
に
掲
げ
る
防
火
管
理
者
と
し
て
必
要
な

第
二
条

令
第
三
条
第
一
項
第
一
号
二
に
掲
げ
る
防
火
管
理
者
と
し
て
必
要
な

学
識
経
験
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

学
識
経
験
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

す
る
者
と
す
る
。

る
者
と
す
る
。

一

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
十
一
条
第

一

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
十
一
条
第

一
項
に
規
定
す
る
安
全
管
理
者
と
し
て
選
任
さ
れ
た
者

一
項
に
規
定
す
る
安
全
管
理
者
と
し
て
選
任
さ
れ
た
者

一
の
二

第
四
条
の
二
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
防
火
対
象
物
の
点
検
に
関

し
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
講
習
の
課
程
を
修

了
し
、
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

二
〜
八
（
略
）

二
〜
八
（
略
）

（
防
火
管
理
に
関
す
る
講
習
）

（
防
火
管
理
に
関
す
る
講
習
）

第
二
条
の
三

（
略
）

第
二
条
の
三

（
略
）

２

甲
種
防
火
管
理
新
規
講
習
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
知
識
及

２

甲
種
防
火
管
理
新
規
講
習
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
知
識
及

び
技
能
の
修
得
を
目
的
と
し
て
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
講
習
時
間
は
お
お
む

び
技
能
の
修
得
を
目
的
と
し
て
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
講
習
時
間
は
お
お
む

ね
十
時
間
と
す
る
。

ね
十
二
時
間
と
す
る
。

一

防
火
管
理
の
意
義
及
び
制
度
に
関
す
る
こ
と
。

一

防
火
管
理
の
重
要
性
に
関
す
る
こ
と
。



二

火
気
の
使
用
又
は
取
扱
い
に
関
す
る
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

二

火
気
の
使
用
又
は
取
扱
い
に
関
す
る
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

三

消
防
用
設
備
等
の
点
検
及
び
整
備
並
び
に
避
難
又
は
防
火
上
必
要
な
構

三

消
防
用
設
備
等
の
点
検
及
び
整
備
並
び
に
避
難
又
は
防
火
上
必
要
な
構

造
及
び
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

造
及
び
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

四

消
火
、
通
報
及
び
避
難
の
訓
練
そ
の
他
防
火
管
理
上
必
要
な
訓
練
に
関

四

消
火
、
通
報
及
び
避
難
の
訓
練
そ
の
他
防
火
管
理
上
必
要
な
訓
練
に
関

す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
。

五

防
火
管
理
上
必
要
な
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

五

防
火
管
理
上
必
要
な
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

六

消
防
計
画
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。

六

消
防
計
画
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。

七

防
火
管
理
者
の
責
務
に
関
す
る
こ
と
。

八

共
同
防
火
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

３

甲
種
防
火
管
理
再
講
習
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
知
識
及
び

３

甲
種
防
火
管
理
再
講
習
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
知
識
及
び

技
能
の
修
得
を
目
的
と
し
て
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
講
習
時
間
は
お
お
む
ね

技
能
の
修
得
を
目
的
と
し
て
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
講
習
時
間
は
お
お
む
ね

二
時
間
と
す
る
。

三
時
間
と
す
る
。

一

防
火
管
理
上
留
意
す
べ
き
こ
と
。

一

お
お
む
ね
過
去
五
年
間
に
お
け
る
防
火
管
理
に
関
す
る
法
令
の
改
正
の

二

お
お
む
ね
過
去
五
年
間
に
お
け
る
防
火
管
理
に
関
す
る
法
令
の
改
正
の

概
要
に
関
す
る
こ
と
。

概
要
に
関
す
る
こ
と
。

二

火
災
事
例
等
の
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

三

火
災
事
例
等
の
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

４

乙
種
防
火
管
理
講
習
は
、
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
基
礎
的
な

４

乙
種
防
火
管
理
講
習
は
、
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
基
礎
的
な

知
識
及
び
技
能
の
修
得
を
目
的
と
し
て
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
講
習
時
間
は

知
識
及
び
技
能
の
修
得
を
目
的
と
し
て
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
講
習
時
間
は

お
お
む
ね
五
時
間
と
す
る
。

お
お
む
ね
六
時
間
と
す
る
。

５
・
６

（
略
）

５
・
６

（
略
）

（
自
衛
消
防
組
織
の
業
務
に
関
す
る
講
習
）

（
自
衛
消
防
組
織
の
業
務
に
関
す
る
講
習
）



第
四
条
の
二
の
十
四

（
略
）

第
四
条
の
二
の
十
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

自
衛
消
防
業
務
再
講
習
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
知
識
及
び
技
能
の

３

自
衛
消
防
業
務
再
講
習
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
知
識
及
び
技
能
の

修
得
を
目
的
と
し
て
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
講
習
時
間
は
お
お
む
ね
四
時
間

修
得
を
目
的
と
し
て
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
講
習
時
間
は
お
お
む
ね
六
時
間

と
す
る
。

と
す
る
。

一

防
火
管
理
、
防
災
管
理
及
び
消
防
用
設
備
等
に
関
す
る
制
度
改
正
の
概

一

防
火
管
理
、
防
災
管
理
及
び
消
防
用
設
備
等
に
関
す
る
制
度
改
正
の
概

要
に
関
す
る
こ
と
。

要
に
関
す
る
こ
と
。

二

災
害
事
例
の
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

二

災
害
事
例
の
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

三

自
衛
消
防
組
織
の
統
括
管
理
者
及
び
要
員
の
災
害
時
に
お
け
る
対
応
に

三

自
衛
消
防
組
織
の
統
括
管
理
者
及
び
要
員
の
災
害
時
に
お
け
る
対
応
に

係
る
総
合
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

係
る
総
合
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

（
防
災
管
理
者
と
し
て
必
要
な
学
識
経
験
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
）

（
防
災
管
理
者
と
し
て
必
要
な
学
識
経
験
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
）

第
五
十
一
条
の
五

令
第
四
十
七
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
防
災
管
理
者
と

第
五
十
一
条
の
五

令
第
四
十
七
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
防
災
管
理
者
と

し
て
必
要
な
学
識
経
験
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず

し
て
必
要
な
学
識
経
験
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一

労
働
安
全
衛
生
法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
安
全
管
理
者
と
し
て

一

労
働
安
全
衛
生
法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
安
全
管
理
者
と
し
て

選
任
さ
れ
た
者

選
任
さ
れ
た
者

一
の
二

第
五
十
一
条
の
十
二
第
三
項
に
規
定
す
る
防
災
管
理
対
象
物
の
点

検
に
関
し
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
講
習
の
課

程
を
修
了
し
、
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

二
〜
八
（
略
）

二
〜
八
（
略
）



（
防
災
管
理
に
関
す
る
講
習
）

（
防
災
管
理
に
関
す
る
講
習
）

第
五
十
一
条
の
七

（
略
）

第
五
十
一
条
の
七

（
略
）

２

防
災
管
理
新
規
講
習
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
知
識
及
び
技
能
の
修

２

防
災
管
理
新
規
講
習
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
知
識
及
び
技
能
の
修

得
を
目
的
と
し
て
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
講
習
時
間
は
お
お
む
ね
四
時
間
三

得
を
目
的
と
し
て
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
講
習
時
間
は
お
お
む
ね
五
時
間
と

十
分
と
す
る
。

す
る
。

一

防
災
管
理
の
意
義
及
び
制
度
に
関
す
る
こ
と
。

一

防
災
管
理
の
重
要
性
に
関
す
る
こ
と
。

二

防
災
管
理
上
必
要
な
構
造
及
び
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

二

防
災
管
理
上
必
要
な
構
造
及
び
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

三

避
難
の
訓
練
そ
の
他
防
災
管
理
上
必
要
な
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

三

避
難
の
訓
練
そ
の
他
防
災
管
理
上
必
要
な
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

四

防
災
管
理
上
必
要
な
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

四

防
災
管
理
上
必
要
な
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

五

消
防
計
画
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。

五

消
防
計
画
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。

六

防
災
管
理
者
の
責
務
に
関
す
る
こ
と
。

七

共
同
防
災
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

３

第
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
甲
種
防
火
管
理
新
規
講
習
及
び
防
災
管

３

第
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
甲
種
防
火
管
理
新
規
講
習
及
び
防
災
管

理
新
規
講
習
を
併
せ
て
実
施
す
る
場
合
に
お
け
る
講
習
時
間
は
、
同
条
第
二

理
新
規
講
習
を
併
せ
て
実
施
す
る
場
合
に
お
け
る
講
習
時
間
は
、
同
条
第
二

項
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
お
お
む
ね
十
二
時
間
と
す
る
。

項
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
お
お
む
ね
十
四
時
間
と
す
る
。

４

防
災
管
理
再
講
習
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
知
識
及
び
技
能
の
修
得

４

防
災
管
理
再
講
習
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
知
識
及
び
技
能
の
修
得

を
目
的
と
し
て
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
講
習
時
間
は
お
お
む
ね
二
時
間
と
す

を
目
的
と
し
て
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
講
習
時
間
は
お
お
む
ね
三
時
間
と
す

る
。

る
。

一

防
災
管
理
上
留
意
す
べ
き
こ
と
。

一

お
お
む
ね
過
去
五
年
間
に
お
け
る
防
災
管
理
に
関
す
る
法
令
の
改
正
の

二

お
お
む
ね
過
去
五
年
間
に
お
け
る
防
災
管
理
に
関
す
る
法
令
の
改
正
の

概
要
に
関
す
る
こ
と
。

概
要
に
関
す
る
こ
と
。

二

災
害
事
例
等
の
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

三

災
害
事
例
等
の
研
究
に
関
す
る
こ
と
。



５

第
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
甲
種
防
火
管
理
再
講
習
及
び
防
災
管
理

５

第
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
甲
種
防
火
管
理
再
講
習
及
び
防
災
管
理

再
講
習
を
併
せ
て
実
施
す
る
場
合
に
お
け
る
講
習
時
間
は
、
同
条
第
三
項
及

再
講
習
を
併
せ
て
実
施
す
る
場
合
に
お
け
る
講
習
時
間
は
、
同
条
第
三
項
及

び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
お
お
む
ね
三
時
間
と
す
る
。

び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
お
お
む
ね
四
時
間
と
す
る
。



○
消
防
庁
告
示
第
十
八
号

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
第
二
条
の
三
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
防
火
管
理
に
関
す
る
講

習
の
実
施
細
目
（
昭
和
六
十
二
年
消
防
庁
告
示
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
四
日

消
防
庁
長
官

久
保

信
保

第
一
中
「
甲
種
防
火
管
理
講
習
」
を
「
甲
種
防
火
管
理
新
規
講
習
」
に
改
め
、
第
一
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

講

習

事

項

講

習

時

間

防
火
管
理
の
意
義
及
び
制
度

二
時
間

一
時
間

火
気
管
理

二
時
間

一
時
間

施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理

二
時
間

一
時
間

防
火
管
理
に
係
る
訓
練
及
び
教
育

二
時
間

一
時
間

防
火
管
理
に
係
る
消
防
計
画

二
時
間

一
時
間

第
二
を
第
三
と
し
、
第
一
の
次
に
第
二
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。



第
二

講
習
事
項
の
一
部
免
除

甲
種
防
火
管
理
新
規
講
習
に
つ
い
て
は
、
第
一
の
規
定
に
関
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
講
習
事
項
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

講
習
事
項
の
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
者

免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
講
習
事
項

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
防
火
管
理
の
意
義
及
び
制
度

第
三
十
一
条
の
六
第
六
項
に
規
定
す
る
消
防
用
設
備
等
又

は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
点
検
に
関
し
必
要
な
知
識
及
び

技
能
を
修
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
講
習
の
課
程
を
修
了
し

、
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）
第

四
条
の
二
の
八
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
自
衛
消
防
組

織
の
業
務
に
関
す
る
講
習
の
課
程
を
修
了
し
て
い
る
者

附

則



（
施
行
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
第
一
に
規
定
す
る
甲
種
防
火
管
理
講
習
又
は
乙
種
防
火
管
理
講

習
の
課
程
を
修
了
し
て
い
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
第
一
に
規
定
す
る
甲
種
防
火
管
理
新
規
講
習
又

は
乙
種
防
火
管
理
講
習
の
課
程
を
修
了
し
て
い
る
者
と
み
な
す
。

３

消
防
法
施
行
規
則
第
四
条
の
二
の
十
三
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
者

を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
年
消
防
庁
告
示
第
十
四
号
）
第
一
第
一
号
に
規
定
す
る
者
は
、
第
二
の
消
防
法
施
行
令
第
四
条
の

二
の
八
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
自
衛
消
防
組
織
の
業
務
に
関
す
る
講
習
の
課
程
を
修
了
し
て
い
る
者
と
み
な
す
。



防
火
管
理
に
関
す
る
講
習
の
実
施
細
目
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

新
旧
対
照
表

○
防
火
管
理
に
関
す
る
講
習
の
実
施
細
目
（
昭
和
六
十
二
年
消
防
庁
告
示
第
一
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
一

講
習
事
項
及
び
講
習
時
間

第
一

講
習
事
項
及
び
講
習
時
間

防
火
管
理
に
関
す
る
講
習
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
講
習
事
項
に
つ

防
火
管
理
に
関
す
る
講
習
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
講
習
事
項
に
つ

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
甲
種
防
火
管
理
新
規
講
習
に
あ
つ
て
は
同
表
の
中
欄
に

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
甲
種
防
火
管
理
講
習
に
あ
つ
て
は
同
表
の
中
欄
に
、
乙

、
乙
種
防
火
管
理
講
習
に
あ
つ
て
は
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
講
習
時
間
を
基

種
防
火
管
理
講
習
に
あ
つ
て
は
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
講
習
時
間
を
基
準
と

準
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

講

習

事

項

講

習

時

間

講

習

事

項

講

習

時

間

防
火
管
理
の
意
義
及
び
制
度

二
時
間

一
時
間

防
火
管
理
の
重
要
性

一
時
間

三
十
分

火
気
管
理

二
時
間

一
時
間

火
気
管
理

二
時
間

一
時
間

施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理

二
時
間

一
時
間

施
設
・
設
備
の
維
持
管
理

二
時
間

一
時
間

防
火
管
理
に
係
る
訓
練
及
び
教
育

二
時
間

一
時
間

訓
練

三
時
間

一
時
間
三
十
分

防
火
管
理
に
係
る
消
防
計
画

二
時
間

一
時
間

教
育

消
防
計
画

二
時
間

一
時
間

防
火
管
理
者
の
責
務

一
時
間

三
十
分

共
同
防
火
管
理

一
時
間

三
十
分

第
二

講
習
事
項
の
一
部
免
除

甲
種
防
火
管
理
新
規
講
習
に
つ
い
て
は
、
第
一
の
規
定
に
関
わ
ら
ず
、
次



の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
講
習
事
項
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

講
習
事
項
の
一
部
を
免
除
す
る
こ
と

免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
講
習
事
項

が
で
き
る
者

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年

防
火
管
理
の
意
義
及
び
制
度

自
治
省
令
第
六
号
）
第
三
十
一
条
の

六
第
六
項
に
規
定
す
る
消
防
用
設
備

等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
点
検

に
関
し
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修

得
す
る
こ
と
が
で
き
る
講
習
の
課
程

を
修
了
し
、
免
状
の
交
付
を
受
け
て

い
る
者

消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政

令
第
三
十
七
号
）
第
四
条
の
二
の
八

第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
自
衛
消

防
組
織
の
業
務
に
関
す
る
講
習
の
課

程
を
修
了
し
て
い
る
者

第
三

（
略
）

第
二

（
略
）



○
消
防
庁
告
示
第
十
九
号

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
第
三
十
一
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
消
防
法
施
行
規
則

第
一
条
の
四
第
十
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
登
録
講
習
機
関
の
行
う
講
習
に
係
る
基
準
を
定
め
る
件
（
平
成
十
六
年
消
防
庁
告
示

第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
四
日

消
防
庁
長
官

久
保

信
保

第
三
第
一
号
の
表
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

特
種
の
講
習
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
講
習
科
目
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
講
習
時
間
を
基

準
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
三
第
二
号
の
表
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

第
一
種
又
は
第
二
種
の
講
習
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
講
習
科
目
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

講
習
時
間
を
基
準
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
四
第
一
号
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



講
習
科
目
の
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
者

免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
講
習
科
目

第
一
種
及
び
第
二
種
の
消
防
設
備
点
検
資
格
者
免
状
の
交
付
消
防
用
設
備
等
及
び
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
点
検
制
度
、

を
受
け
て
い
る
者

消
防
法
規
、
建
築
基
準
法
規
、
火
災
予
防
概
論
及
び
消
防

規
則
第
三
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
甲
種
消
防
設
備
用
設
備
等
概
論

士
で
第
一
類
か
ら
第
三
類
ま
で
の
い
ず
れ
か
、
第
四
類
及
び

第
五
類
の
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

第
一
種
又
は
第
二
種
の
講
習
を
受
け
た
後
六
月
以
内
に
特
種
消
防
用
設
備
等
及
び
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
点
検
制
度
、

の
講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

消
防
法
規
、
建
築
基
準
法
規
及
び
火
災
予
防
概
論

第
一
種
又
は
第
二
種
の
消
防
設
備
点
検
資
格
者
免
状
の
交
付

を
受
け
て
い
る
者

法
第
十
七
条
の
六
に
規
定
す
る
消
防
設
備
士
免
状
の
交
付
を

受
け
て
い
る
者

消
防
行
政
に
係
る
事
務
の
う
ち
消
防
用
設
備
等
に
係
る
事
務

に
関
し
一
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有
す
る
者

消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
。
以
下
消
防
法
規
及
び
火
災
予
防
概
論

「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る

甲
種
防
火
管
理
講
習
の
課
程
を
修
了
し
て
い
る
者



規
則
第
四
条
の
二
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
防
火
対
象
物
の

点
検
に
関
し
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
す
る
こ
と
が
で

き
る
講
習
の
課
程
を
修
了
し
、
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る

者令
第
四
条
の
二
の
八
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
自
衛
消
防

組
織
の
業
務
に
関
す
る
講
習
の
課
程
を
修
了
し
て
い
る
者

規
則
第
三
十
一
条
の
六
第
六
項
第
六
号
の
期
間
（
以
下
「
期
消
防
用
設
備
等
及
び
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
点
検
制
度
、

間
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
特
種
消
防
設
備
点
検
資
格
者
免
状
建
築
基
準
法
規
及
び
火
災
予
防
概
論

の
交
付
を
受
け
な
い
こ
と
に
よ
り
特
種
消
防
設
備
点
検
資
格

者
の
資
格
を
失
っ
た
者

第
四
第
二
号
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

講
習
科
目
の
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
者

免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
講
習
科
目

特
種
、
第
一
種
又
は
第
二
種
の
講
習
を
受
け
た
後
六
月
以
内
消
防
用
設
備
等
及
び
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
点
検
制
度
、

に
他
の
第
一
種
又
は
第
二
種
の
講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

消
防
法
規
、
建
築
基
準
法
規
及
び
火
災
予
防
概
論

法
第
十
七
条
の
六
に
規
定
す
る
消
防
設
備
士
免
状
の
交
付
を

受
け
て
い
る
者

消
防
行
政
に
係
る
事
務
の
う
ち
消
防
用
設
備
等
に
係
る
事
務



に
関
し
一
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有
す
る
者

建
築
行
政
に
係
る
事
務
の
う
ち
建
築
物
の
構
造
及
び
建
築
設
建
築
基
準
法
規

備
に
係
る
事
務
に
関
し
二
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有
す
る
者

令
第
三
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
甲
種
防
火
管
理
講
消
防
法
規
及
び
火
災
予
防
概
論

習
の
課
程
を
修
了
し
て
い
る
者

規
則
第
四
条
の
二
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
防
火
対
象
物
の

点
検
に
関
し
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
す
る
こ
と
が
で

き
る
講
習
の
課
程
を
修
了
し
、
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る

者令
第
四
条
の
二
の
八
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
自
衛
消
防

組
織
の
業
務
に
関
す
る
講
習
の
課
程
を
修
了
し
て
い
る
者

期
間
ご
と
に
第
一
種
又
は
第
二
種
の
消
防
設
備
点
検
資
格
者
消
防
用
設
備
等
及
び
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
点
検
制
度
、

免
状
の
交
付
を
受
け
な
い
こ
と
に
よ
り
第
一
種
又
は
第
二
種
建
築
基
準
法
規
及
び
火
災
予
防
概
論

の
消
防
設
備
点
検
資
格
者
の
資
格
を
失
っ
た
者

第
七
第
一
号
の
表
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

特
種
の
再
講
習
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
再
講
習
科
目
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
再
講
習
時



間
を
基
準
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
七
第
二
号
の
表
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

第
一
種
又
は
第
二
種
の
再
講
習
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
再
講
習
科
目
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
再
講
習
時
間
を
基
準
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

消
防
法
施
行
規
則
第
四
条
の
二
の
十
三
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
者

を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
年
消
防
庁
告
示
第
十
四
号
）
第
一
第
一
号
に
規
定
す
る
者
は
、
第
四
の
消
防
法
施
行
令
第
四
条
の

二
の
八
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
自
衛
消
防
組
織
の
業
務
に
関
す
る
講
習
の
課
程
を
修
了
し
て
い
る
者
と
み
な
す
。



消
防
法
施
行
規
則
第
三
十
一
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
消
防
法
施
行
規
則
第
一
条
の
四
第
十
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
登
録
講
習
機
関
の
行
う
講
習
に
係
る

基
準
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

新
旧
対
照
表

○
消
防
法
施
行
規
則
第
三
十
一
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
消
防
法
施
行
規
則
第
一
条
の
四
第
十
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
登
録
講
習
機
関
の
行
う
講
習
に
係
る

基
準
を
定
め
る
件
（
平
成
十
六
年
消
防
庁
告
示
第
十
八
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
三

講
習
科
目
及
び
講
習
時
間

第
三

講
習
科
目
及
び
講
習
時
間

一

特
種
の
講
習
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
講
習
科
目
に
つ
い
て
、
そ

一

特
種
の
講
習
科
目
及
び
講
習
時
間
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
講
習
時
間
を
基
準
と
し
て
行
う
も
の
と
す

る
。

略

略

二

第
一
種
又
は
第
二
種
の
講
習
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
講
習
科
目

二

第
一
種
又
は
第
二
種
の
講
習
科
目
及
び
講
習
時
間
は
、
次
の
と
お
り
と

に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
講
習
時
間
を
基
準
と
し
て

す
る
。

行
う
も
の
と
す
る
。

略

略

第
四

講
習
科
目
の
一
部
免
除

第
四

講
習
科
目
の
一
部
免
除

一

特
種
の
講
習
に
つ
い
て
は
第
三
第
一
号
の
規
定
に
関
わ
ら
ず
、
次
の
表

一

特
種
の
講
習
に
つ
い
て
は
第
三
第
一
号
の
規
定
に
関
わ
ら
ず
、
次
の
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る



講
習
科
目
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

講
習
科
目
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

講
習
科
目
の
一
部
を
免
除
す
る

免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
講
習
科

講
習
科
目
の
一
部
を
免
除
す
る

免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
講
習
科

こ
と
が
で
き
る
者

目

こ
と
が
で
き
る
者

目

第
一
種
及
び
第
二
種
の
消
防
設
備
点

消
防
用
設
備
等
及
び
特
殊
消
防
用
設

第
一
種
及
び
第
二
種
の
消
防
設
備
点

消
防
用
設
備
等
及
び
特
殊
消
防
用
設

検
資
格
者
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い

備
等
の
点
検
制
度
、
消
防
法
規
、
建

検
資
格
者
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い

備
等
の
点
検
制
度
、
消
防
法
規
、
建

る
者

築
基
準
法
規
、
火
災
予
防
概
論
及
び

る
者

築
基
準
法
規
、
火
災
予
防
概
論
及
び

消
防
用
設
備
等
概
論

消
防
用
設
備
等
概
論

規
則
第
三
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規

規
則
第
三
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規

定
す
る
甲
種
消
防
設
備
士
で
第
一
類

定
す
る
甲
種
消
防
設
備
士
で
第
一
類

か
ら
第
三
類
ま
で
の
い
ず
れ
か
、
第

か
ら
第
三
類
ま
で
の
い
ず
れ
か
、
第

四
類
及
び
第
五
類
の
免
状
の
交
付
を

四
類
及
び
第
五
類
の
免
状
の
交
付
を

受
け
て
い
る
者

受
け
て
い
る
者

第
一
種
又
は
第
二
種
の
講
習
を
受
け

消
防
用
設
備
等
及
び
特
殊
消
防
用
設

第
一
種
又
は
第
二
種
の
講
習
を
受
け

消
防
用
設
備
等
及
び
特
殊
消
防
用
設

た
後
六
月
以
内
に
特
種
の
講
習
を
受

備
等
の
点
検
制
度
、
消
防
法
規
、
建

た
後
六
月
以
内
に
特
種
の
講
習
を
受

備
等
の
点
検
制
度
、
消
防
法
規
、
建

け
よ
う
と
す
る
者

築
基
準
法
規
及
び
火
災
予
防
概
論

け
よ
う
と
す
る
者

築
基
準
法
規
及
び
火
災
予
防
概
論

第
一
種
又
は
第
二
種
の
消
防
設
備
点

第
一
種
又
は
第
二
種
の
消
防
設
備
点

検
資
格
者
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い

検
資
格
者
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い

る
者

る
者

法
第
十
七
条
の
六
に
規
定
す
る
消
防

法
第
十
七
条
の
六
に
規
定
す
る
消
防

設
備
士
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る

設
備
士
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る

者

者

消
防
行
政
に
係
る
事
務
の
う
ち
消
防

消
防
行
政
に
係
る
事
務
の
う
ち
消
防

用
設
備
等
に
係
る
事
務
に
関
し
一
年

用
設
備
等
に
係
る
事
務
に
関
し
一
年

以
上
の
実
務
経
験
を
有
す
る
者

以
上
の
実
務
経
験
を
有
す
る
者



消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政

消
防
法
規
及
び
火
災
予
防
概
論

規
則
第
三
十
一
条
の
六
第
六
項
第
六

消
防
用
設
備
等
及
び
特
殊
消
防
用
設

令
第
三
十
七
号
。
以
下
「
令
」
と
い

号
の
期
間
（
以
下
「
期
間
」
と
い
う

備
等
の
点
検
制
度
、
建
築
基
準
法
規

う
。
）
第
三
条
第
一
項
第
一
号
イ
に

。
）
ご
と
に
特
殊
消
防
設
備
点
検
資

及
び
火
災
予
防
概
論

規
定
す
る
甲
種
防
火
管
理
講
習
の
課

格
者
免
状
の
交
付
を
受
け
な
い
こ
と

程
を
修
了
し
て
い
る
者

に
よ
り
特
種
消
防
設
備
点
検
資
格
者

の
資
格
を
失
っ
た
者

規
則
第
四
条
の
二
の
四
第
四
項
に
規

定
す
る
防
火
対
象
物
の
点
検
に
関
し

必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
す
る

こ
と
が
で
き
る
講
習
の
課
程
を
修
了

し
、
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

令
第
四
条
の
二
の
八
第
三
項
第
一
号

に
規
定
す
る
自
衛
消
防
組
織
の
業
務

に
関
す
る
講
習
の
課
程
を
修
了
し
て

い
る
者

規
則
第
三
十
一
条
の
六
第
六
項
第
六

消
防
用
設
備
等
及
び
特
殊
消
防
用
設

号
の
期
間
（
以
下
「
期
間
」
と
い
う

備
等
の
点
検
制
度
、
建
築
基
準
法
規

。
）
ご
と
に
特
種
消
防
設
備
点
検
資

及
び
火
災
予
防
概
論

格
者
免
状
の
交
付
を
受
け
な
い
こ
と

に
よ
り
特
種
消
防
設
備
点
検
資
格
者

の
資
格
を
失
っ
た
者

二

第
一
種
又
は
第
二
種
の
講
習
に
つ
い
て
は
、
第
三
第
二
号
の
規
定
に
関

二

第
一
種
又
は
第
二
種
の
講
習
に
つ
い
て
は
、
第
三
第
二
号
の
規
定
に
関

わ
ら
ず
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

わ
ら
ず
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
講
習
科
目
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

の
下
欄
に
掲
げ
る
講
習
科
目
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

講
習
科
目
の
一
部
を
免
除
す
る

免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
講
習
科

講
習
科
目
の
一
部
を
免
除
す
る

免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
講
習
科

こ
と
が
で
き
る
者

目

こ
と
が
で
き
る
者

目



特
種
、
第
一
種
又
は
第
二
種
の
講
習

消
防
用
設
備
等
及
び
特
殊
消
防
用
設

特
種
、
第
一
種
又
は
第
二
種
の
講
習

消
防
用
設
備
等
及
び
特
殊
消
防
用
設

を
受
け
た
後
六
月
以
内
に
他
の
第
一

備
等
の
点
検
制
度
、
消
防
法
規
、
建

を
受
け
た
後
六
月
以
内
に
他
の
第
一

備
等
の
点
検
制
度
、
消
防
法
規
、
建

種
又
は
第
二
種
の
講
習
を
受
け
よ
う

築
基
準
法
規
及
び
火
災
予
防
概
論

種
又
は
第
二
種
の
講
習
を
受
け
よ
う

築
基
準
法
規
及
び
火
災
予
防
概
論

と
す
る
者

と
す
る
者

法
第
十
七
条
の
六
に
規
定
す
る
消
防

法
第
十
七
条
の
六
に
規
定
す
る
消
防

設
備
士
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る

設
備
士
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る

者

者

消
防
行
政
に
係
る
事
務
の
う
ち
消
防

消
防
行
政
に
係
る
事
務
の
う
ち
消
防

用
設
備
等
に
係
る
事
務
に
関
し
一
年

用
設
備
等
に
係
る
事
務
に
関
し
一
年

以
上
の
実
務
経
験
を
有
す
る
者

以
上
の
実
務
経
験
を
有
す
る
者

建
築
行
政
に
係
る
事
務
の
う
ち
建
築

建
築
基
準
法
規

建
築
行
政
に
係
る
事
務
の
う
ち
建
築

建
築
基
準
法
規

物
の
構
造
及
び
建
築
設
備
に
係
る
事

物
の
構
造
及
び
建
築
設
備
に
係
る
事

務
に
関
し
二
年
以
上
の
実
務
経
験
を

務
に
関
し
二
年
以
上
の
実
務
経
験
を

有
す
る
者

有
す
る
者

令
第
三
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定

消
防
法
規
及
び
火
災
予
防
概
論

期
間
ご
と
に
第
一
種
又
は
第
二
種
の

消
防
用
設
備
等
及
び
特
殊
消
防
用
設

す
る
甲
種
防
火
管
理
講
習
の
課
程
を

消
防
設
備
点
検
資
格
者
免
状
の
交
付

備
等
の
点
検
制
度
、
建
築
基
準
法
規

修
了
し
て
い
る
者

を
受
け
な
い
こ
と
に
よ
り
第
一
種
又

及
び
火
災
予
防
概
論

は
第
二
種
の
消
防
設
備
点
検
資
格
者

規
則
第
四
条
の
二
の
四
第
四
項
に
規

の
資
格
を
失
っ
た
者

定
す
る
防
火
対
象
物
の
点
検
に
関
し

必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
す
る

こ
と
が
で
き
る
講
習
の
課
程
を
修
了

し
、
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

令
第
四
条
の
二
の
八
第
三
項
第
一
号

に
規
定
す
る
自
衛
消
防
組
織
の
業
務

に
関
す
る
講
習
の
課
程
を
修
了
し
て

い
る
者



期
間
ご
と
に
第
一
種
又
は
第
二
種
の

消
防
用
設
備
等
及
び
特
殊
消
防
用
設

消
防
設
備
点
検
資
格
者
免
状
の
交
付

備
等
の
点
検
制
度
、
建
築
基
準
法
規

を
受
け
な
い
こ
と
に
よ
り
第
一
種
又

及
び
火
災
予
防
概
論

は
第
二
種
の
消
防
設
備
点
検
資
格
者

の
資
格
を
失
っ
た
者

第
七

再
講
習
科
目
及
び
再
講
習
時
間

第
七

再
講
習
科
目
及
び
再
講
習
時
間

一

特
種
の
再
講
習
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
再
講
習
科
目
に
つ
い
て

一

特
種
の
再
講
習
科
目
及
び
再
講
習
時
間
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
再
講
習
時
間
を
基
準
と
し
て
行
う
も

の
と
す
る
。

略

略

二

第
一
種
又
は
第
二
種
の
再
講
習
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
再
講
習

二

第
一
種
又
は
第
二
種
の
再
講
習
科
目
及
び
再
講
習
時
間
は
、
次
の
と
お

科
目
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
再
講
習
時
間
を
基
準

り
と
す
る
。

と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

略

略



○
消
防
庁
告
示
第
二
十
号

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
第
四
条
の
二
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
消
防
法
施
行
規
則

第
一
条
の
四
第
十
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
登
録
講
習
機
関
の
行
う
講
習
に
係
る
基
準
を
定
め
る
件
（
平
成
十
六
年
消
防
庁
告
示

第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
四
日

消
防
庁
長
官

久
保

信
保

第
二
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

講
習
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
講
習
科
目
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
講
習
時
間
を
基
準
と
し

て
行
う
も
の
と
す
る
。

講

習

科

目

講

習

時

間

防
火
管
理
の
意
義
及
び
制
度

二
時
間

火
気
管
理

二
時
間

施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理

二
時
間



防
火
管
理
に
係
る
訓
練
及
び
教
育

二
時
間

防
火
管
理
に
係
る
消
防
計
画

二
時
間

消
防
用
設
備
等
技
術
基
準

三
時
間

防
火
対
象
物
の
点
検
要
領

五
時
間

第
三
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

講
習
科
目
の
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
者

免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
講
習
科
目

規
則
第
四
条
の
二
の
四
第
四
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
防
火
管
理
の
意
義
及
び
制
度
、
火
気
管
理
及
び
消
防
用
設

す
る
者

備
等
技
術
基
準

規
則
第
四
条
の
二
の
四
第
四
項
第
三
号
及
び
第
三
号
の
二
に
防
火
管
理
の
意
義
及
び
制
度
、
火
気
管
理
、
施
設
及
び
設

規
定
す
る
者
（
甲
種
防
火
管
理
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た
者
備
の
維
持
管
理
、
防
火
管
理
に
係
る
訓
練
及
び
教
育
及
び

に
限
る
。
）

防
火
管
理
に
係
る
消
防
計
画

規
則
第
四
条
の
二
の
四
第
四
項
第
三
号
及
び
第
三
号
の
二
に
防
火
管
理
の
意
義
及
び
制
度
及
び
防
火
管
理
に
係
る
訓
練

規
定
す
る
者
（
甲
種
防
火
管
理
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た
者
及
び
教
育



を
除
く
。
）

規
則
第
四
条
の
二
の
四
第
四
項
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
及
施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理

び
第
十
二
号
に
規
定
す
る
者

規
則
第
四
条
の
二
の
四
第
四
項
第
九
号
に
規
定
す
る
者

防
火
管
理
の
意
義
及
び
制
度
、
火
気
管
理
、
施
設
及
び
設

備
の
維
持
管
理
、
防
火
管
理
に
係
る
訓
練
及
び
教
育
、
防

火
管
理
に
係
る
消
防
計
画
及
び
消
防
用
設
備
等
技
術
基
準

規
則
第
四
条
の
二
の
四
第
四
項
第
十
号
に
規
定
す
る
者

防
火
管
理
の
意
義
及
び
制
度
及
び
火
気
管
理

規
則
第
四
条
の
二
の
四
第
四
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
者

防
火
管
理
の
意
義
及
び
制
度

規
則
第
四
条
の
二
の
四
第
五
項
第
六
号
の
期
間
ご
と
に
防
火
防
火
管
理
の
意
義
及
び
制
度
、
火
気
管
理
、
防
火
管
理
に

対
象
物
点
検
資
格
者
免
状
の
交
付
を
受
け
な
い
こ
と
に
よ
り
係
る
訓
練
及
び
教
育
、
防
火
管
理
に
係
る
消
防
計
画
及
び

防
火
対
象
物
点
検
資
格
者
の
資
格
を
失
っ
た
者

消
防
用
設
備
等
技
術
基
準

第
五
の
表
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

再
講
習
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
再
講
習
科
目
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
再
講
習
時
間
を
基
準



と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
第
二
第
一
号
に
規
定
す
る
講
習
の
課
程
を
修
了
し
、
同
第
二
号

に
規
定
す
る
修
了
考
査
に
合
格
し
て
い
る
者
は
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
第
二
第
一
号
に
規
定
す
る
講
習
の
課
程
を
修

了
し
、
同
第
二
号
に
規
定
す
る
修
了
考
査
に
合
格
し
て
い
る
者
と
み
な
す
。



消
防
法
施
行
規
則
第
四
条
の
二
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
消
防
法
施
行
規
則
第
一
条
の
四
第
十
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
登
録
講
習
機
関
の
行
う
講
習
に
係
る

基
準
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

新
旧
対
照
表

○
消
防
法
施
行
規
則
第
四
条
の
二
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
消
防
法
施
行
規
則
第
一
条
の
四
第
十
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
登
録
講
習
機
関
の
行
う
講
習
に
係
る

基
準
を
定
め
る
件
（
平
成
十
六
年
消
防
庁
告
示
第
十
七
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
二

講
習
科
目
及
び
講
習
時
間

第
二

講
習
科
目
及
び
講
習
時
間

一

講
習
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
講
習
科
目
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

一

講
習
科
目
及
び
講
習
時
間
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
講
習
時
間
を
基
準
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

講

習

科

目

講

習

時

間

講

習

科

目

講

習

時

間

防
火
管
理
の
意
義
及
び
制
度

二
時
間

防
火
対
象
物
の
点
検
報
告
制
度

一
時
間

火
気
管
理

二
時
間

消
防
法
規

二
時
間

施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理

二
時
間

建
築
基
準
法
規

一
時
間

防
火
管
理
に
係
る
訓
練
及
び
教
育

二
時
間

火
災
予
防
概
論

一
時
間

防
火
管
理
に
係
る
消
防
計
画

二
時
間

防
火
管
理

三
時
間

消
防
用
設
備
等
技
術
基
準

三
時
間

火
気
使
用
設
備
等

一
時
間

防
火
対
象
物
の
点
検
要
領

五
時
間

消
防
用
設
備
等
技
術
基
準

三
時
間

防
火
対
象
物
の
点
検
要
領

六
時
間



二
・
三
（
略
）

二
・
三
（
略
）

第
三

講
習
科
目
の
一
部
免
除

第
三

講
習
科
目
の
一
部
免
除

第
二
第
一
号
の
規
定
に
関
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
に
つ
い

第
二
第
一
号
の
規
定
に
関
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
に
つ
い

て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
講
習
科
目
を
免
除
す
る
こ
と
が
で

て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
講
習
科
目
を
免
除
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
す
る
。

き
る
も
の
と
す
る
。

講
習
科
目
の
一
部
を
免
除
す
る
こ
と

免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
講
習
科
目

講
習
科
目
の
一
部
を
免
除
す
る
こ
と

免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
講
習
科
目

が
で
き
る
者

が
で
き
る
者

規
則
第
四
条
の
二
の
四
第
四
項
第
一

防
火
管
理
の
意
義
及
び
制
度
、
火
気

規
則
第
四
条
の
二
の
四
第
四
項
第
一

消
防
法
規
、
火
災
予
防
概
論
及
び
消

号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
者

管
理
及
び
消
防
用
設
備
等
技
術
基
準

号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
者

防
用
設
備
等
技
術
基
準

規
則
第
四
条
の
二
の
四
第
四
項
第
三

防
火
管
理
の
意
義
及
び
制
度
、
火
気

規
則
第
四
条
の
二
の
四
第
四
項
第
三

火
災
予
防
概
論
及
び
防
火
管
理

号
及
び
第
三
号
の
二
に
規
定
す
る
者

管
理
、
施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理

号
に
規
定
す
る
者

（
甲
種
防
火
管
理
講
習
の
課
程
を
修

、
防
火
管
理
に
係
る
訓
練
及
び
教
育

了
し
た
者
に
限
る
。
）

及
び
防
火
管
理
に
係
る
消
防
計
画

規
則
第
四
条
の
二
の
四
第
四
項
第
四

建
築
基
準
法
規

号
か
ら
第
八
号
ま
で
及
び
第
十
二
号

規
則
第
四
条
の
二
の
四
第
四
項
第
三

防
火
管
理
の
意
義
及
び
制
度
及
び
防

に
規
定
す
る
者

号
及
び
第
三
号
の
二
に
規
定
す
る
者

火
管
理
に
係
る
訓
練
及
び
教
育

（
甲
種
防
火
管
理
講
習
の
課
程
を
修

規
則
第
四
条
の
二
の
四
第
四
項
第
九

消
防
法
規
、
火
災
予
防
概
論
、
防
火

了
し
た
者
を
除
く
。
）

号
に
規
定
す
る
者

管
理
、
火
気
使
用
設
備
等
及
び
消
防

用
設
備
等
技
術
基
準

規
則
第
四
条
の
二
の
四
第
四
項
第
四

施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理

号
か
ら
第
八
号
ま
で
及
び
第
十
二
号

規
則
第
四
条
の
二
の
四
第
四
項
第
十

消
防
法
規
及
び
火
災
予
防
概
論

に
規
定
す
る
者

号
に
規
定
す
る
者

規
則
第
四
条
の
二
の
四
第
四
項
第
十

火
災
予
防
概
論

規
則
第
四
条
の
二
の
四
第
四
項
第
九

防
火
管
理
の
意
義
及
び
制
度
、
火
気

一
号
に
規
定
す
る
者



号
に
規
定
す
る
者

管
理
、
施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理

、
防
火
管
理
に
係
る
訓
練
及
び
教
育

規
則
第
四
条
の
二
の
四
第
五
項
第
六

防
火
対
象
物
の
点
検
報
告
制
度
、
火

、
防
火
管
理
に
係
る
消
防
計
画
及
び

号
の
期
間
ご
と
に
防
火
対
象
物
点
検

災
予
防
概
論
、
防
火
管
理
、
火
気
使

消
防
用
設
備
等
技
術
基
準

資
格
者
免
状
の
交
付
を
受
け
な
い
こ

用
設
備
等
、
消
防
用
設
備
等
技
術
基

と
に
よ
り
防
火
対
象
物
点
検
資
格
者

準
及
び
防
火
対
象
物
の
点
検
要
領
の

規
則
第
四
条
の
二
の
四
第
四
項
第
十

防
火
管
理
の
意
義
及
び
制
度
及
び
火

の
資
格
を
失
っ
た
者

一
部

号
に
規
定
す
る
者

気
管
理

規
則
第
四
条
の
二
の
四
第
四
項
第
十

防
火
管
理
の
意
義
及
び
制
度

一
号
に
規
定
す
る
者

規
則
第
四
条
の
二
の
四
第
五
項
第
六

防
火
管
理
の
意
義
及
び
制
度
、
火
気

号
の
期
間
ご
と
に
防
火
対
象
物
点
検

管
理
、
防
火
管
理
に
係
る
訓
練
及
び

資
格
者
免
状
の
交
付
を
受
け
な
い
こ

教
育
、
防
火
管
理
に
係
る
消
防
計
画

と
に
よ
り
防
火
対
象
物
点
検
資
格
者

及
び
消
防
用
設
備
等
技
術
基
準

の
資
格
を
失
っ
た
者

第
五

再
講
習
科
目
及
び
再
講
習
時
間

第
五

再
講
習
科
目
及
び
再
講
習
時
間

再
講
習
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
再
講
習
科
目
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ

再
講
習
科
目
及
び
再
講
習
時
間
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
再
講
習
時
間
を
基
準
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

略

略



○
消
防
庁
告
示
第
二
十
一
号

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
第
四
条
の
二
の
十
四
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
自
衛
消
防
組
織

の
業
務
に
関
す
る
講
習
の
実
施
細
目
（
平
成
二
十
年
消
防
庁
告
示
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
四
日

消
防
庁
長
官

久
保

信
保

第
一
第
一
号
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

講

習

科

目

講

習

時

間

防
火
管
理
及
び
防
災
管
理
の
意
義
及
び
制
度

三
時
間

（一）

自
衛
消
防
組
織
並
び
に
そ
の
統
括
管
理
者
及
び
そ
の
要
員
の
役
割
と
三
時
間

（二）
責
任防

災
設
備
等
に
関
す
る
知
識

一
時
間

（三）

防
災
設
備
等
の
取
扱
い
並
び
に
自
衛
消
防
組
織
の
統
括
管
理
者
及
び

五
時
間

（四）
要
員
の
災
害
対
応
に
係
る
総
合
訓
練



第
二
第
一
号
の
表
中
「
四
時
間
」
を
「
二
時
間
」
に
改
め
、
第
二
の
次
に
第
三
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
三

講
習
科
目
の
一
部
免
除

第
一
第
一
号
の
規
定
に
関
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
講
習

科
目
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

講
習
科
目
の
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
者

免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
講
習
科
目

消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
。
以

防
火
管
理
及
び
防
災
管
理
の
意
義
及
び
制
度
、

（一）

（二）

下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
自
衛
消
防
組
織
並
び
に
そ
の
統
括
管
理
者
及
び
そ
の
要
員

す
る
甲
種
防
火
管
理
講
習
の
課
程
及
び
令
第
四
十
七
条
第
の
役
割
と
責
任
及
び

防
災
設
備
等
に
関
す
る
知
識

（三）

一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
防
災
管
理
に
関
す
る
講
習
の
課

程
を
修
了
し
て
い
る
者

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



（
経
過
措
置
）

２

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
告
示
の
改
正
に
よ
る
改
正
前
の
第
一
に
規
定
す
る
自
衛
消
防
業
務
新
規
講
習
の
課
程
を

修
了
し
て
い
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
改
正
に
よ
る
改
正
後
の
第
一
に
規
定
す
る
自
衛
消
防
業
務
新
規
講
習
の
課
程
を
修
了
し

て
い
る
者
と
み
な
す
。



自
衛
消
防
組
織
の
業
務
に
関
す
る
講
習
の
実
施
細
目
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

新
旧
対
照
表

○
自
衛
消
防
組
織
の
業
務
に
関
す
る
講
習
の
実
施
細
目
（
平
成
二
十
年
消
防
庁
告
示
第
十
六
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
一

自
衛
消
防
業
務
新
規
講
習

第
一

自
衛
消
防
業
務
新
規
講
習

一

自
衛
消
防
業
務
新
規
講
習
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
講
習
科
目
に

一

自
衛
消
防
業
務
新
規
講
習
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
講
習
科
目
に

つ
い
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
講
習
時
間
を
基
準
と
し
て
行
う
も
の
と

つ
い
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
講
習
時
間
を
基
準
と
し
て
行
う
も
の
と

す
る
。

す
る
。

講

習

科

目

講
習
時
間

講

習

科

目

講
習
時
間

防
火
管
理
及
び
防
災
管
理
の
意
義
及
び
制
度

三
時
間

防
火
管
理
・
防
災
管
理
に
関
す
る
一
般
知
識

三
時
間

（一）

（一）
イ

防
火
管
理
・
防
災
管
理
の
意
義

自
衛
消
防
組
織
並
び
に
そ
の
統
括
管
理
者
及
び

三
時
間

ロ

火
災
に
関
す
る
一
般
知
識

（二）
そ
の
要
員
の
役
割
と
責
任

ハ

地
震
に
関
す
る
一
般
知
識

ニ

建
築
物
の
防
災
計
画
に
関
す
る
一
般
知
識

防
災
設
備
等
に
関
す
る
知
識

一
時
間

（三）

自
衛
消
防
組
織
並
び
に
そ
の
統
括
管
理
者
及
び

三
時
間

（二）

防
災
設
備
等
の
取
扱
い
並
び
に
自
衛
消
防
組
織

五
時
間

そ
の
要
員
の
役
割
と
責
任

（四）
の
統
括
管
理
者
及
び
要
員
の
災
害
対
応
に
係
る
総

合
訓
練

防
災
設
備
等
に
関
す
る
知
識
と
そ
の
取
扱
い
訓

二
時
間

（三）
練

自
衛
消
防
組
織
の
統
括
管
理
者
及
び
要
員
の
災

四
時
間

（四）
害
時
に
お
け
る
対
応
に
係
る
総
合
訓
練

二

（
略
）

二

（
略
）



第
二

自
衛
消
防
業
務
再
講
習

第
二

自
衛
消
防
業
務
再
講
習

一

自
衛
消
防
業
務
再
講
習
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
講
習
科
目
に
つ

一

自
衛
消
防
業
務
再
講
習
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
講
習
科
目
に
つ

い
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
講
習
時
間
を
基
準
と
し
て
行
う
も
の
と
す

い
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
講
習
時
間
を
基
準
と
し
て
行
う
も
の
と
す

る
。

る
。

講

習

科

目

講
習
時
間

講

習

科

目

講
習
時
間

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

自
衛
消
防
組
織
の
統
括
管
理
者
及
び
要
員
の
災

二
時
間

自
衛
消
防
組
織
の
統
括
管
理
者
及
び
要
員
の
災

四
時
間

（三）

（三）

害
時
に
お
け
る
対
応
に
係
る
総
合
訓
練

害
時
に
お
け
る
対
応
に
係
る
総
合
訓
練

二

（
略
）

二

（
略
）

第
三

講
習
科
目
の
一
部
免
除

第
一
第
一
号
の
規
定
に
関
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
に
つ

い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
講
習
科
目
を
免
除
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

講
習
科
目
の
一
部
を
免
除
す
る
こ
と

免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
講
習
科

が
で
き
る
者

目

消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政

防
火
管
理
及
び
防
災
管
理
の

（一）

令
第
三
十
七
号
。
以
下
「
令
」
と
い

意
義
及
び
制
度
、

自
衛
消
防

（二）

う
。
）
第
三
条
第
一
項
第
一
号
イ
に

組
織
並
び
に
そ
の
統
括
管
理
者
及

規
定
す
る
甲
種
防
火
管
理
講
習
の
課

び
そ
の
要
員
の
役
割
と
責
任
及
び



程
及
び
令
第
四
十
七
条
第
一
項
第
一

防
災
設
備
等
に
関
す
る
知
識

（三）

号
に
規
定
す
る
防
災
管
理
に
関
す
る

講
習
の
課
程
を
修
了
し
て
い
る
者



○
消
防
庁
告
示
第
二
十
二
号

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
第
五
十
一
条
の
七
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
防
災
管
理
に
関
す

る
講
習
の
実
施
細
目
（
平
成
二
十
年
消
防
庁
告
示
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
四
日

消
防
庁
長
官

久
保

信
保

第
一
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

講

習

事

項

講

習

時

間

防
災
管
理
の
意
義
及
び
制
度

一
時
間
三
十
分

施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理
並
び
に
防
災
管
理
に
係
る
消
防
計
一
時
間
三
十
分

画防
災
管
理
に
係
る
訓
練
及
び
教
育

一
時
間
三
十
分

第
二
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

講

習

事

項

講

習

時

間



防
火
管
理
及
び
防
災
管
理
の
意
義
及
び
制
度

二
時
間
三
十
分

火
気
管
理

二
時
間

施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理

二
時
間
三
十
分

防
火
管
理
及
び
防
災
管
理
に
係
る
訓
練
及
び
教
育

二
時
間
三
十
分

防
火
管
理
及
び
防
災
管
理
に
係
る
消
防
計
画

二
時
間
三
十
分

第
三
を
第
四
と
し
、
第
二
の
次
に
第
三
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
三

講
習
事
項
の
一
部
免
除

一

防
災
管
理
新
規
講
習
に
つ
い
て
は
、
第
一
の
規
定
に
関
わ
ら
ず
、
次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
講
習
事
項
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

講
習
事
項
の
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
者

免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
講
習
事
項

消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
。
以
下
防
災
管
理
の
意
義
及
び
制
度

「
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
二
の
八
第
三
項
第
一
号
に
規

定
す
る
自
衛
消
防
組
織
の
業
務
に
関
す
る
講
習
の
課
程
を
修



了
し
て
い
る
者

二

甲
種
防
火
管
理
新
規
講
習
及
び
防
災
管
理
新
規
講
習
を
併
せ
て
実
施
す
る
講
習
に
つ
い
て
は
、
第
二
の
規
定
に
関
わ
ら

ず
、
次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
講
習
事
項
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す
る
。

講
習
事
項
の
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
者

免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
講
習
事
項

規
則
第
四
条
の
二
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
防
火
対
象
物
の
火
気
管
理
及
び
施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理

点
検
に
関
し
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
す
る
こ
と
が
で

き
る
講
習
の
課
程
を
修
了
し
、
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る

者令
第
四
条
の
二
の
八
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
自
衛
消
防
防
火
管
理
及
び
防
災
管
理
の
意
義
及
び
制
度

組
織
の
業
務
に
関
す
る
講
習
の
課
程
を
修
了
し
て
い
る
者

規
則
第
五
十
一
条
の
十
二
第
三
項
に
規
定
す
る
防
災
管
理
対
施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理

象
物
の
点
検
に
関
し
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
す
る
こ



と
が
で
き
る
講
習
の
課
程
を
修
了
し
、
免
状
の
交
付
を
受
け

て
い
る
者

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
第
一
に
規
定
す
る
防
災
管
理
新
規
講
習
又
は
こ
の
告
示
に
よ
る

改
正
前
の
第
二
に
規
定
す
る
甲
種
防
火
管
理
新
規
講
習
及
び
防
災
管
理
新
規
講
習
を
併
せ
て
実
施
す
る
講
習
の
課
程
を
修
了

し
て
い
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
第
一
に
規
定
す
る
防
災
管
理
新
規
講
習
又
は
こ
の
告
示
に
よ
る
改

正
後
の
第
二
に
規
定
す
る
甲
種
防
火
管
理
新
規
講
習
及
び
防
災
管
理
新
規
講
習
を
併
せ
て
実
施
す
る
講
習
の
課
程
を
修
了
し

て
い
る
者
と
み
な
す
。

３

消
防
法
施
行
規
則
第
四
条
の
二
の
十
三
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
者

を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
年
消
防
庁
告
示
第
十
四
号
）
第
一
第
一
号
に
規
定
す
る
者
は
、
第
三
の
消
防
法
施
行
令
第
四
条
の



二
の
八
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
自
衛
消
防
組
織
の
業
務
に
関
す
る
講
習
の
課
程
を
修
了
し
て
い
る
者
と
み
な
す
。



防
災
管
理
に
関
す
る
講
習
の
実
施
細
目
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

新
旧
対
照
表

○
防
災
管
理
に
関
す
る
講
習
の
実
施
細
目
（
平
成
二
十
年
消
防
庁
告
示
第
十
八
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
一

防
災
管
理
新
規
講
習
の
講
習
事
項
及
び
講
習
時
間

第
一

防
災
管
理
新
規
講
習
の
講
習
事
項
及
び
講
習
時
間

防
災
管
理
新
規
講
習
（
消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第

防
災
管
理
新
規
講
習
（
消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第

六
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
五
十
一
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る

六
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
五
十
一
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る

防
災
管
理
新
規
講
習
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

防
災
管
理
新
規
講
習
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
講
習
事
項
に
つ
い
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
講
習
時
間
を
基
準
と
し
て

る
講
習
事
項
に
つ
い
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
講
習
時
間
を
基
準
と
し
て

行
う
も
の
と
す
る
。

行
う
も
の
と
す
る
。

講

習

事

項

講
習
時
間

講

習

事

項

講
習
時
間

防
災
管
理
の
意
義
及
び
制
度

一
時
間
三
十
分

防
災
管
理
の
重
要
性

三
十
分

施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理
並
び
に
防
災
管
理

一
時
間
三
十
分

施
設
・
設
備
の
維
持
管
理

一
時
間

に
係
る

訓
練

一
時
間
三
十
分

防
災
管
理
に
係
る
訓
練
及
び
教
育

一
時
間
三
十
分

教
育

消
防
計
画

一
時
間

防
災
管
理
者
の
責
務

三
十
分



共
同
防
災
管
理

三
十
分

第
二

甲
種
防
火
管
理
新
規
講
習
及
び
防
災
管
理
新
規
講
習
を
併
せ
て
実
施
す

第
二

甲
種
防
火
管
理
新
規
講
習
及
び
防
災
管
理
新
規
講
習
を
併
せ
て
実
施
す

る
講
習
の
講
習
事
項
及
び
講
習
時
間

る
講
習
の
講
習
事
項
及
び
講
習
時
間

規
則
第
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
甲
種
防
火
管
理
新
規
講
習
及
び
防

規
則
第
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
甲
種
防
火
管
理
新
規
講
習
及
び
防

災
管
理
新
規
講
習
を
併
せ
て
実
施
す
る
場
合
に
お
け
る
講
習
は
、
次
の
表
の

災
管
理
新
規
講
習
を
併
せ
て
実
施
す
る
場
合
に
お
け
る
講
習
は
、
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
講
習
事
項
に
つ
い
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
講
習
時
間
を

上
欄
に
掲
げ
る
講
習
事
項
に
つ
い
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
講
習
時
間
を

基
準
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

基
準
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

講

習

事

項

講
習
時
間

講

習

事

項

講
習
時
間

防
火
管
理
及
び
防
災
管
理
の
意
義
及
び
制
度

二
時
間
三
十
分

防
火
管
理
及
び
防
災
管
理
の
重
要
性

一
時
間
三
十
分

火
気
管
理

二
時
間

火
気
管
理

二
時
間

施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理

二
時
間
三
十
分

施
設
・
設
備
の
維
持
管
理

二
時
間
三
十
分

防
火
管
理
及
び
防
災
管
理
に
係
る
訓
練
及
び
教

二
時
間
三
十
分

訓
練

三
時
間
三
十
分

育

教
育

防
火
管
理
及
び
防
災
管
理
に
係
る
消
防
計
画

二
時
間
三
十
分

消
防
計
画

二
時
間
三
十
分

防
火
管
理
者
及
び
防
災
管
理
者
の
責
務

一
時
間

共
同
防
火
管
理
及
び
共
同
防
災
管
理

一
時
間



第
三

講
習
事
項
の
一
部
免
除

一

防
災
管
理
新
規
講
習
に
つ
い
て
は
、
第
一
の
規
定
に
関
わ
ら
ず
、
次
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

講
習
事
項
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

講
習
事
項
の
一
部
を
免
除
す
る

免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
講
習

こ
と
が
で
き
る
者

事
項

消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政

防
災
管
理
の
意
義
及
び
制
度

令
第
三
十
七
号
。
以
下
「
令
」
と
い

う
。
）
第
四
条
の
二
の
八
第
三
項
第

一
号
に
規
定
す
る
自
衛
消
防
組
織
の

業
務
に
関
す
る
講
習
の
課
程
を
修
了

し
て
い
る
者

二

甲
種
防
火
管
理
新
規
講
習
及
び
防
災
管
理
新
規
講
習
を
併
せ
て
実
施
す

る
講
習
に
つ
い
て
は
、
第
二
の
規
定
に
関
わ
ら
ず
、
次
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
講
習
事
項
を
免

除
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

講
習
事
項
の
一
部
を
免
除
す
る

免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
講
習

こ
と
が
で
き
る
者

事
項

規
則
第
四
条
の
二
の
四
第
四
項
に
規

火
気
管
理
及
び
施
設
及
び
設
備
の



定
す
る
防
火
対
象
物
の
点
検
に
関
し

維
持
管
理

必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
す
る

こ
と
が
で
き
る
講
習
の
課
程
を
修
了

し
、
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

令
第
四
条
の
二
の
八
第
三
項
第
一
号

防
火
管
理
及
び
防
災
管
理
の
意
義

に
規
定
す
る
自
衛
消
防
組
織
の
業
務

及
び
制
度

に
関
す
る
講
習
の
課
程
を
修
了
し
て

い
る
者

規
則
第
五
十
一
条
の
十
二
第
三
項
に

施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理

規
定
す
る
防
災
管
理
対
象
物
の
点
検

に
関
し
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修

得
す
る
こ
と
が
で
き
る
講
習
の
課
程

を
修
了
し
、
免
状
の
交
付
を
受
け
て

い
る
者

第
四

（
略
）

第
三

（
略
）



○
消
防
庁
告
示
第
二
十
三
号

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
第
五
十
一
条
の
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
一
条

の
四
第
十
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
登
録
講
習
機
関
の
行
う
講
習
に
係
る
基
準
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
年
消
防
庁
告
示
第
二
十

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
四
日

消
防
庁
長
官

久
保

信
保

第
二
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

講
習
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
講
習
科
目
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
講
習
時
間
を
基
準
と
し

て
行
う
も
の
と
す
る
。

講

習

科

目

講

習

時

間

防
災
管
理
の
意
義
及
び
制
度

一
時
間
三
十
分

防
災
管
理
に
係
る
訓
練
及
び
教
育

一
時
間
三
十
分

防
災
管
理
に
係
る
消
防
計
画

一
時
間
三
十
分



防
災
管
理
対
象
物
の
点
検
要
領

三
時
間
三
十
分

第
三
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

講
習
科
目
の
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
者

免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
講
習
科
目

規
則
第
五
十
一
条
の
十
二
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
防
災
管
理
の
意
義
及
び
制
度
、
防
災
管
理
に
係
る
訓
練
及

に
規
定
す
る
者

び
教
育
及
び
防
災
管
理
に
係
る
消
防
計
画

規
則
第
五
十
一
条
の
十
二
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
者

防
災
管
理
に
係
る
訓
練
及
び
教
育
及
び
防
災
管
理
に
係
る

消
防
計
画

規
則
第
五
十
一
条
の
十
二
第
三
項
第
五
号
に
規
定
す
る
者

防
災
管
理
に
係
る
消
防
計
画

規
則
第
五
十
一
条
の
十
二
第
四
項
第
六
号
の
期
間
ご
と
に
防
防
災
管
理
の
意
義
及
び
制
度
、
防
災
管
理
に
係
る
訓
練
及

災
管
理
点
検
資
格
者
免
状
の
交
付
を
受
け
な
い
こ
と
に
よ
り
び
教
育
及
び
防
災
管
理
に
係
る
消
防
計
画

防
災
管
理
点
検
資
格
者
の
資
格
を
失
っ
た
者

第
五
の
表
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

再
講
習
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
再
講
習
科
目
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
再
講
習
時
間
を
基
準



と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
五
の
表
中
「
二
時
間
」
を
「
一
時
間
」
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
第
二
第
一
号
に
規
定
す
る
講
習
の
課
程
を
修
了
し
、
同
第
二
号

に
規
定
す
る
修
了
考
査
に
合
格
し
て
い
る
者
は
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
第
二
第
一
号
に
規
定
す
る
講
習
の
課
程
を
修

了
し
、
同
第
二
号
に
規
定
す
る
修
了
考
査
に
合
格
し
て
い
る
者
と
み
な
す
。



消
防
法
施
行
規
則
第
五
十
一
条
の
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
一
条
の
四
第
十
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
登
録
講
習
機
関
の
行
う
講
習
に
係
る
基
準
を

定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

新
旧
対
照
表

○
消
防
法
施
行
規
則
第
五
十
一
条
の
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
一
条
の
四
第
十
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
登
録
講
習
機
関
の
行
う
講
習
に
係
る
基
準
を

定
め
る
件
（
平
成
二
十
年
消
防
庁
告
示
第
二
十
一
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
二

講
習
科
目
及
び
講
習
時
間

第
二

講
習
科
目
及
び
講
習
時
間

一

講
習
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
講
習
科
目
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

一

講
習
科
目
及
び
講
習
時
間
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
講
習
時
間
を
基
準
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

講

習

科

目

講
習
時
間

講

習

科

目

講
習
時
間

防
災
管
理
の
意
義
及
び
制
度

一
時
間
三
十
分

防
災
管
理
対
象
物
の
点
検
報
告
制
度

一
時
間

防
災
管
理
に
係
る
訓
練
及
び
教
育

一
時
間
三
十
分

消
防
法
規
（
防
災
管
理
に
係
る
内
容
に
限
る
。
）

一
時
間

防
災
管
理
に
係
る
消
防
計
画

一
時
間
三
十
分

地
震
等
に
よ
る
災
害
の
被
害
軽
減
対
策
の
概
論

一
時
間

防
災
管
理
対
象
物
の
点
検
要
領

三
時
間
三
十
分

防
災
管
理

二
時
間

防
災
管
理
対
象
物
の
点
検
要
領

三
時
間

二
・
三
（
略
）

二
・
三
（
略
）



第
三

講
習
科
目
の
一
部
免
除

第
三

講
習
科
目
の
一
部
免
除

第
二
第
一
号
の
規
定
に
関
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
に
つ
い

第
二
第
一
号
の
規
定
に
関
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
に
つ
い

て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
講
習
科
目
を
免
除
す
る
こ
と
が
で

て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
講
習
科
目
を
免
除
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
す
る
。

き
る
も
の
と
す
る
。

講
習
科
目
の
一
部
を
免
除
す
る
こ
と

免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
講
習
科
目

講
習
科
目
の
一
部
を
免
除
す
る
こ
と

免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
講
習
科
目

が
で
き
る
者

が
で
き
る
者

規
則
第
五
十
一
条
の
十
二
第
三
項
第

防
災
管
理
の
意
義
及
び
制
度
、
防
災

規
則
第
五
十
一
条
の
十
二
第
三
項
第

地
震
等
に
よ
る
災
害
の
被
害
軽
減
対

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る

管
理
に
係
る
訓
練
及
び
教
育
及
び
防

一
号
に
規
定
す
る
者

策
の
概
論
及
び
防
災
管
理

者

災
管
理
に
係
る
消
防
計
画

規
則
第
五
十
一
条
の
十
二
第
三
項
第

消
防
法
規
（
防
災
管
理
に
係
る
内
容

規
則
第
五
十
一
条
の
十
二
第
三
項
第

防
災
管
理
に
係
る
訓
練
及
び
教
育
及

三
号
に
規
定
す
る
者

に
限
る
。
）
、
地
震
等
に
よ
る
災
害

四
号
に
規
定
す
る
者

び
防
災
管
理
に
係
る
消
防
計
画

の
被
害
軽
減
対
策
の
概
論
及
び
防
災

管
理

規
則
第
五
十
一
条
の
十
二
第
三
項
第

消
防
法
規
（
防
災
管
理
に
係
る
内
容

規
則
第
五
十
一
条
の
十
二
第
三
項
第

防
災
管
理
に
係
る
消
防
計
画

四
号
に
規
定
す
る
者

に
限
る
。
）
及
び
地
震
等
に
よ
る
災

五
号
に
規
定
す
る
者

害
の
被
害
軽
減
対
策
の
概
論

規
則
第
五
十
一
条
の
十
二
第
四
項
第

防
災
管
理
の
意
義
及
び
制
度
、
防
災

規
則
第
五
十
一
条
の
十
二
第
三
項
第

地
震
等
に
よ
る
災
害
の
被
害
軽
減
対

六
号
の
期
間
ご
と
に
防
災
管
理
点
検

管
理
に
係
る
訓
練
及
び
教
育
及
び
防

五
号
に
規
定
す
る
者

策
の
概
論

資
格
者
免
状
の
交
付
を
受
け
な
い
こ

災
管
理
に
係
る
消
防
計
画

と
に
よ
り
防
災
管
理
点
検
資
格
者
の

規
則
第
五
十
一
条
の
十
二
第
四
項
第

防
災
管
理
対
象
物
の
点
検
報
告
制
度

資
格
を
失
っ
た
者

六
号
の
期
間
ご
と
に
防
災
管
理
点
検

、
地
震
等
に
よ
る
災
害
の
被
害
軽
減

資
格
者
免
状
の
交
付
を
受
け
な
い
こ

対
策
の
概
論
、
防
災
管
理
及
び
防
災

と
に
よ
り
防
災
管
理
点
検
資
格
者
の

管
理
対
象
物
の
点
検
要
領
の
一
部

資
格
を
失
っ
た
者



第
四

（
略
）

第
四

（
略
）

第
五

再
講
習
科
目
及
び
再
講
習
時
間

第
五

再
講
習
科
目
及
び
再
講
習
時
間

再
講
習
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
再
講
習
科
目
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ

再
講
習
科
目
及
び
再
講
習
時
間
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
再
講
習
時
間
を
基
準
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

再

講

習

科

目

再
講
習
時
間

再

講

習

科

目

再
講
習
時
間

（
略
）

(

略)
(

略)

（
略
）

・

点
検
実
務

・

点
検
実
務

イ

防
災
管
理
対
象
物
の
点
検
上
の
留
意

イ

防
災
管
理
対
象
物
の
点
検
上
の
留
意

事
項

一
時
間

事
項

二
時
間

ロ

主
要
な
点
検
箇
所
と
点
検
方
法

ロ

主
要
な
点
検
箇
所
と
点
検
方
法

ハ

対
処
方
法

ハ

対
処
方
法




